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１ 変更の内容 

 「埼玉県環境基本計画」（以下、「本計画」という。）の施策の方向ごとに設定している施策指標（以下、「指標」という。）

の一部について、計画の実効性を担保するために目標値を変更するものです。 

２ 変更理由 

 本計画の指標の目標値を変更する理由は、以下の３つです。 

 

 

 

 

３ 変更する指標 

施策の 
方向 

指標名 
目標値（上段）・目標の根拠等（下段） 変更理由 

P.1 の 
２の区分 

関連する 

個別計画 現行 改正案 

１ 
温室効果ガスの排出量

削減率 

２４％以上 
（令和８年度） 

３５％ 
（令和８年度） 

Ｂ 

埼玉県地球温暖

化対策実行計画

（第２期） 

改正版 

（目標の根拠） 

 令和 32年（2050 年）までの脱炭素

社会の実現を旨とした「地球温暖化

対策の推進に関する法律」の改正を

踏まえ、目標値を設定。 

※国の「地球温暖化対策計画」改定

後、5か年計画期間中に目標値を再設

定。 

（目標の根拠） 

 令和 32 年（2050 年）までの脱炭素

社会の実現を旨とした「地球温暖化

対策の推進に関する法律」の改正及

び国の「地球温暖化対策計画」の改定

を踏まえ、目標値を設定。 

 Ａ 法改正・制度改正等に伴い、目標値等の整合性が取れていないもの 

 Ｂ 県の個別計画の改定により、目標値等の整合性が取れていないもの 

 Ｃ ストック指標（＊）のうち、最終目標値を超過したことにより目標値の修正が必要なもの 

＊ ストック指標…毎年の実績を積み上げる指標 （ ⇔ フロー指標…毎年の数値に増減がある指標） 
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施策の 
方向 

指標名 
目標値（上段）・目標の根拠等（下段） 変更理由 

P.1 の 
２の区分 

関連する 

個別計画 現行 改正案 

６ 

化学物質管理に関連 

する研修会の参加 

事業所数（累計） 

７２０事業所 
（令和８年度） 

１，１５０事業所 
（令和８年度） 

Ｃ － 

（目標の根拠） 

 化学物質排出量届出事業所の 50％

の参加を目指し、目標値を設定。 

（目標の根拠） 

 化学物質排出量届出事業所の 80％

の参加を目指し、目標値を設定。 

８ 

埼玉版スーパー・シティ

プロジェクトに取り 

組む市町村 

４６市町村 
（令和８年度末） 

全市町村 
（令和８年度末） 

Ｃ － 

（目標の根拠） 

 令和３年度に実施した市町村意向

調査で取組意向を示した市町村にお

いて、プロジェクトに基づくまちづ

くりが進むことを目指し、目標値を

設定。 

（目標の根拠） 

 令和６年度に実施した市町村意向

調査で取組意向を示した県内全ての

市町村において、プロジェクトに基

づくまちづくりが進むことを目指

し、目標値を設定。 

 


